
１　主催 日本赤十字社山形県支部

（③及び④についてはそれぞれの市町との共催となります。）

２　目的

３　開催日時、場所及び申込締切日　

※変更となる可能性がありますので最新の講習会日程表（HP）をご参照ください。

※それぞれの定員を２０名とし、定員になり次第締め切ります。

４　講習内容

　(1)　学科：手当の基本、一次救命処置

　(2)　実技：傷病者の取り扱い、一次救命処置

　(3)　検定　※合格者に「救急法基礎講習認定証（ベーシックライフサポーター）」を交付いたします。

５　受講に要する経費 １，５００円（教本代、教材【呼気吹き込み用具】代、消耗品費、保険料）

６　受講申込みの方法等

　(1)　受講の条件

・年齢が満１５歳以上の方

　(2)　受講希望の方は、HP内申込フォームより必要事項を明記のうえ、申込みを行ってください。

　(3)　受講者の準備品等

・筆記用具、トレーニングウェア等動きやすい服装

・受講経費は講習当日に受付でお預かりいたします。

　(4)　問合せ先

（〒990-0023）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形市松波一丁目１８－１０　日本赤十字社山形県支部　事業推進課
【TEL:023-641-1353   FAX:023-641-8861】

７　留意事項

　(1)　災害発生等により日程等が変更となる場合がありますので、予めご了承願います。

　(2)　呼気吹き込みを伴う人工呼吸の実技が令和８年４月１日から再開されるため、本講習においても呼気

　　吹き込みの実技を行います。

　　　なお、呼気吹き込みを伴う人工呼吸の実技を検定で実施するため、これを行わない場合、原則として

　　資格は付与されませんので予めご承知おきください。

⑤ 令和９年２月　６日（土）
山形ロジスティクス・センター

令和９年1月29日（金）
（山形市松波4丁目2-35）

（鶴岡市泉町5－30）

④ 　  〃 　　９月　５日（土）
高畠町生涯学習館

　　8月28日（金）
（高畠町福沢南9－2）

② 　  〃 　   ６月２７日（土）
（山形市松波4丁目2-35）

令和８年５月１８日（月） 　　5月　8日（金）

　　6月19日（金）

①

１３：００
～

１７：００

山形ロジスティクス・センター

③ 　  〃 　　８月２９日（土）
鶴岡市総合保健福祉センター　にこ・ふる

　　8月21日（金）

赤十字救急法基礎講習開催要項

　　多くの県民の方々から、AED（自動体外式除細動器）を用いた一次救命処置を理解しその具体的な使用法
　を習得していただくことにより、救命率の向上を図ること

開　催　日 時　間 開催場所 申込締切日


